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他
人
に
対
す
る
嫌
が
ら

せ
を
や
め
、
他
人
を
尊
重
し

て
い
く
こ
と
を
実
践
し
て
い

く
こ
と
。
行
政
や
企
業
・
団

体
は
、
相
談
窓
口
や
意
見
を

吸
い
上
げ
た
り
す
る
体
制
を

作
る
こ
と
が
そ
の
第
一
歩
と

な
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
支
持
杭

デ
ー
タ
偽
装
問
題

支
持
杭
デ
ー
タ
偽
装
事

件
か
ら
何
を
学
ぶ
か
。
仕
様

書
の
改
善
は
。

仕
様
書
の
段
階
で
再
委

託
や
下
請
け
の
事
項
を
入

れ
、
適
正
な
設
計
や
施
工
が

で
き
る
よ
う
担
当
課
に
周
知

し
た
い
。

子
ど
も
の
貧
困
に
つ
い

て
の
市
の
考
え
方
は
。

教
育
支
援
、生
活
支
援
、

保
護
者
に
対
す
る
支
援
な
ど

を
相
互
的
に
行
い
、
民
間
と

も
連
携
を
し
て
多
種
多
様
な

支
援
を
行
っ
て
い
く
。

子
ど
も
の
学
習
支
援
事

業
に
つ
い
て
、
今
後
は
、
生

活
困
窮
者
ま
で
事
業
の
対
象

を
拡
大
す
べ
き
で
は
。

受
け
入
れ
施
設
の
規
模

等
の
問
題
が
あ
る
が
、
対
象

者
を
拡
大
し
て
い
き
た
い
。

誰
も
が
安
心
し
て
学
べ
る

奨
学
金
制
度
の
実
現
を

市
の
入
学
準
備
金
貸
付

や
奨
学
金
の
実
施
状
況
は
。

と
も
に
申
請
者
の
件
数

子
ど
も
の
貧
困
対
策
へ
の

市
の
対
応

床
井
紀
範
議
員

情
報
基
地
で
あ
る
自
衛

隊
大
井
通
信
所
に
つ
い
て
、

地
元
自
治
体
と
し
て
の
認
識

は
。

防
衛
大
臣
直
轄
の
特
別

機
関
で
あ
る
情
報
本
部
所
属

の
通
信
所
と
し
て
、
極
め
て

重
要
な
活
動
を
し
て
い
る
施

設
と
認
識
し
て
い
る
。
国
の

交
付
金
に
つ
い
て
は
、
格
上

げ
す
る
よ
う
強
く
要
望
し
て

い
く
。航

空
自
衛
隊
入
間
基
地

の
飛
行
訓
練
が
市
街
地
上
空

で
行
わ
れ
る
危
険
性
と
騒

音
、
市
へ
の
連
絡
な
ど
は
。

な
る
べ
く
高
い
と
こ
ろ

を
飛
行
す
る
よ
う
努
力
し
て

い
る
。
騒
音
の
事
実
が
あ
っ

た
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
れ

ば
可
能
な
範
囲
で
回
答
が
で

き
る
と
の
こ
と
。

テ
ロ
リ
ス
ト
を
生
ま
な

い
た
め
に
、市
と
市
民・団
体・

企
業
が
で
き
る
こ
と
は
何

か
。 自

衛
隊
施
設
へ
の

対
応
・
認
識
な
ど
は

塚
越
洋
一
議
員

要
支
援
者
の
総
合
支
援

事
業
に
専
門
的
事
業
者
の

サ
ー
ビ
ス
の
継
続
を
。

現
行
の
サ
ー
ビ
ス
は
継

続
の
予
定
。

サ
ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ

な
い
た
め
に
、
予
防
給
付
の

報
酬
は
現
行
ど
お
り
に
。

介
護
事
業
者
へ
の
報
酬

は
、
適
正
な
額
を
考
え
た
い
。

ア
イ
デ
ア
活
か
し
た　
　

中
小
業
者
の
経
営
相
談

弱
点
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ

ン
ト
に
切
り
替
え
る
ア
イ
デ

ア
を
提
案
す
る
相
談
窓
口
開

設
で
、
中
小
商
工
業
者
の
経

営
支
援
を
。

先
進
事
例
を
参
考
に
、

商
工
会
と
も
連
携
し
て
、
経

要
支
援
者
の
介
護
予
防
を

維
持
で
き
る
総
合
支
援
事
業

足
立
志
津
子
議
員

や
貸
付
状
況
は
、
減
少
傾
向

に
あ
る
。
減
少
理
由
は
把
握

し
て
い
な
い
。

返
済
不
要
な
給
付
型
奨

学
金
制
度
を
新
設
す
べ
き
。

実
施
し
て
い
る
自
治
体

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
県
等
の

事
業
で
、
高
校
学
費
の
減
免

制
度
を
活
用
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

福
岡
中
央
公
園
の
整
備
を

健
康
遊
具
の
設
置
を
。

老
朽
化
し
た
遊
具
の
再

整
備
が
優
先
で
、
現
在
、
健

康
遊
具
の
設
置
は
考
え
て
い

な
い
。ほ

こ
り
対
策
を
行
う
べ

き
で
は
。

強
風
時
等
に
ほ
こ
り
が

ひ
ど
い
こ
と
は
認
識
し
て
い

る
の
で
、
今
後
、
研
究
す
る
。

営
支
援
に
努
め
た
い
。

市
立
図
書
館
は
学
習
権
を

保
障
す
る
運
営
に

市
立
図
書
館
は
、
指
定

管
理
者
制
度
の
上
福
岡
図
書

館
を
含
め
、
知
る
権
利
や
学

習
権
を
保
障
す
る
運
営
を
。

直
営
の
大
井
図
書
館

に
、
９
名
中
８
名
が
司
書
有

資
格
の
正
規
職
員
を
配
置

し
、
連
絡
調
整
会
議
で
上
福

岡
図
書
館
の
詳
細
な
点
検
や

調
整
を
実
施
。
大
井
地
域
の

４
文
庫
の
充
実
も
図
る
。

公
民
館
の
使
用
料
減
免
制

度
の
存
続

法
に
基
づ
く
社
会
教
育

機
関
で
あ
る
公
民
館
を
利
用

す
る
こ
と
は
住
民
の
権
利

で
、
受
益
と
考
え
る
も
の
で

な
い
。
使
用
料
減
免
制
度
は

存
続
を
。

受
益
者
負
担
の
適
正
化

の
面
か
ら
、
減
免
制
度
の
あ

り
方
を
検
討
し
て
い
る
。 福岡中央公園


